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対象　市に住民登録があり、特定健康診査等と同時に受診する
機会のない方で、①肝炎ウイルス検診＝40歳以上で肝炎ウイル
ス検診を受けたことがない方、②前立腺がん検診＝50歳以上の
男性、③結核健診＝65歳以上の方
実施期間　いずれも8月～12月
実施場所　市内指定医療機関
検査方法　①②は血液検査、③は胸部エックス線撮影
費用　②のみ1,000円（60歳以上の方は無料。生活保護世帯の方、
中国残留邦人等支援給付対象者、世帯全員が住民税非課税の方
は、その直近の証明書を受診時に提出すれば費用はかかりませ
ん。世帯全員が住民税非課税の方は、健康推進課で自己負担金
に係る書類を無料で発行します）
申込み・問合せ　8月1日～12月28日に直接窓口または電話で
健康推進課成人保健係☎042・497・2076へ

　未就学児がいる家庭を訪問し、親と一緒に子どもと遊んだり、
子育ての困りごとを聞いたり、一緒に出かけたりして子育ての
不安やストレスの軽減をお手伝いするボランティアを養成する
講座です。
対象　子育て経験があり、ボランティアとして活動したい方（全
日程受講できる方）
日時　①9月6日㈭、10月4日㈭・18日㈭午前9時30分～午後
4時②9月13日㈭･21日㈮・27日㈭、10月11日㈭午前9時30分
～午後4時30分
会場　児童センター
申込み・問合せ　ＮＰＯ法人子育てネットワーク・ピッコロ☎
042・444・4533へ

肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診・
結核健診（単独実施分）を実施します

ホ ー ム ビ ジ タ ー 養 成 講 座 受 講 者 募 集

国民健康保険被保険者の方へ

８ 月 か ら ７ ０ 歳 以 上 ７ ５ 歳 未 満 の 方 の
自 己 負 担 限 度 額（ 月 額 ）が 変 わ り ま す

➡

➡

　平成30年8月から70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額）は「現
役並み所得者」の区分を所得に応じて３段階に細分化し、「一般」の区分は
外来の限度額14,000円が18,000円に変わります。

問合せ　保険年金課国保係☎042・497・2047

◆７０歳以上７５歳未満の方の自己負担額の計算条件　
・暦月（1日～末日）ごとに計算
・外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
・病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
・入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の負担は対象外

◆７０歳以上７５歳未満の方の自己負担限度額（月額）　

※年間上限額は、８月から翌年７月までの累計額に対して適用されます。
※【】内は、過去１年間に４回以上発生した場合の、４回目以降の限度額。
※低所得者Ⅱ　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）。
※低所得者Ⅰ　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費・控除（年金の所得は控除額を８０万円として計算）を差し引いたときに０円となる人。

平成3０年７月まで

区分 外来（個人単
位）の限度額

外来＋入院（世帯
単位）の限度額

現役並み
所得者 57,6００円

８０,1００円
＋（医療費の総額
－267,０００円）
×１％

【44,4００円】

一般
14,０００円
（年間上限
144,０００円）

57,6００円
【44,4００円】

低所得者Ⅱ ８,０００円 24,6００円
低所得者Ⅰ ８,０００円 15,０００円

平成3０年７月診療分まで 平成3０年８月診療分から
負担割合 自己負担上限額 負担割合 自己負担上限額

住民税課税世帯
（負担者番号
８1136442）

通院１割 12,０００円／月 通院１割 14,０００円／月
（年間上限144,０００円）

入院１割 44,4００円／月 入院１割
57,6００円／月

（多数回該当44,4００
円）

住民税非課税
世帯（負担者番
号８113744０）

自己負担なし 自己負担なし

平成3０年８月から

区分 外来（個人単
位）の限度額

外来＋入院（世帯
単位）の限度額

課税所得69０万円
以上

252,6００円＋（医療費の総額
－８42,０００円）×１％【14０,1００円】

課税所得3８０万円
以上69０万円未満

167,4００円＋（医療費の総額
－55８,０００円）×１％【93,０００円】

課税所得145万円
以上3８０万円未満

８０,1００円＋（医療費の総額
－267,０００円）×１％【44,4００円】

一般
1８,０００円
（年間上限
144,０００円）

57,6００円
【44,4００円】

低所得者Ⅱ ８,０００円 24,6００円
低所得者Ⅰ ８,０００円 15,０００円
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◆マル親医療証をお持ちの方へ
　負担者番号81136442（1割負担）のひとり親家庭等医療証（以
下、「マル親医療証」）をお持ちの方は、高齢者の医療の確保に
関する法律の改正に伴い、8月1日㈬から通院・入院の際に生
じる自己負担額（一部負担額）の上限額が、下表のとおり、変
更されます。
※詳しくは下記へお問い合わせください。
問合せ　子育て支援課助成係☎042･497･2088

　市では、結核と向き合い、歩んできた歴史を世界にも誇れ
る大切な魅力の一つであると考え､ この『結核と闘った清瀬の
尊い歴史』について将来的な世界遺産登録も視野に入れていま
す。
　世界遺産登録への取り組みにおいて、その質的な向上を目
指すとともに、登録への動きを一層推進させるため、学校法
人北里研究所及び公益財団法人結核予防会との間で「個別的
連携協定」を締結しました。
　学校法人北里研究所は結核療養の分野で多大な実績を持つ
北里柴三郎博士が創設した国内初の結核専門病院土筆ヶ岡養
生園という歴史的資料を有し、公益財団法人結核予防会には
結核研究の草分け的存在である結核研究所があります。いず
れも結核研究において重要な意味を持つ団体です。
　双方との連携の充実・強化を図ることで、世界遺産登録へ
の動きに拍車がかかるものと考えています。

問合せ　秘書広報課広報広聴係☎042・497・1808
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　親善大使は、市民まつりや都内各地のイベントで清瀬市に関するPR活
動を行い、市の知名度向上や農産物・商工業製品の販売促進に活躍してい
ただき、来年のきよせ市民まつりの企画・立案にも参加していただきます。
対象　市内在住・在勤、近隣市在住の方など清瀬を愛する方で、平成30年
10月1日時点で満20歳以上の方（モデルなどの専属契約がある方は除く）
任期　原則、今年のきよせ市民まつり開催日（10月21日㈰）から翌年のき
よせ市民まつりの前日まで
主な活動実績　ＦＭ西東京（ラジオ）、Ｊ：ＣＯＭ（ケーブルテレビ）での
ＰＲ活動、清瀬市成人記念式典、清瀬消防署イベントなど
申込み・問合せ　8月31日（消印有効）ま
でに清瀬商工会・市役所企画課で配布の応
募用紙（清瀬商工会ホームページ　http://
www.kiyose.or.jpからもダウンロード可）
に必要事項を記入し、写真を貼付して、直
接窓口または郵送で〒204－0022松山2－
6－23　清瀬商工会「きよせ親善大使イベ
ント事務局」☎042・491・6648へ（提出し
た書類、写真は返却不可）

同
様
に
８
月
31
日
㈮
ま
で
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

【自己負担額（一部負担額）】　

学校法人北里研究所
理事長　小林弘祐氏

公益財団法人結核予防会
理事長　工藤翔二氏

2 0 1 8 き よ せ 親 善 大 使 募 集

昨年の市民まつりでの活動

市と学校法人北里研究所・公益財団法人結核予防会が
個別的連携協定を締結しました

～将来的な世界遺産登録を視野に～


